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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

月刊 ＡＥＨＡ通信  2021 年 10 月号 

◆◆◆ 今月の主な内容 ◆◆◆ 

◇主な委員会活動等 ： 第６回省エネルギー対策委員会 

◇協会インフォメーション ： 今後の行事予定等 

◇定点観測データ ： 家電リサイクル法対象４品目引取実績等 

◇溜池ボイス ： １億円の自転車 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■□■主な委員会活動等■□■ 
＜家電業務部関連＞ 

◆第６回 省エネルギー対策委員会（９月 30 日） 

2021 年度第６回の省エネルギー対策委員会を Web 会議により、開催いたしました。 

主な議題は以下のとおりです。 

１． 前回議事メモ案の確認 

２． 総合資源エネルギー調査会・省エネルギー・新エネルギー分科会・省エネルギー小委員会及び 

傘下のワーキンググループにおける審議内容の確認 

３． 省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧ等の活動報告 

４． エコプロ 2021 第４回推進会議 

〇第６回 省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧ（９月 13 日） 

2021 年度第６回の省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧを Web 会議により、開催いたしました。 

主な議題は以下のとおりです。 

１．前回議事メモ案の確認 

２．省エネ家電 de スマートライフ８月度アクセス報告 

３．インフォメーション、ピックアップの掲載内容について 

４．21 年度期中キッズ版更新について、更新案の確認審議 

 

◆製品安全委員会 

本委員会は、製品ライフサイクル全般にわたる製品安全確保の取り組み、個社では解決の難しい共通課題

についての調査・研究、並びに施策の実施を目的として活動をおこなっています。 

○製品安全委員会運営会議（９月 17 日） 

１．第２回製品安全委員会の議事次第について 

２．経産省での製品安全関連委員会発足等の情報について 

３．電磁波の測定(家製協 HP 更新)について 

４．リコール JIS 原案作成委員会について 
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◆ＵＤ技術委員会 

本委員会では、ＵＤ関連のＪＩＳ、ＩＳＯ原案作成委員会に委員を派遣し、業界意見の反映を図っています。 

また、ＵＤ関連に取り組む関係機関との意見交換を通じて政策の動向把握と課題発掘に努めています。 

○第３回ＵＤ技術委員会（９月 10 日） 

１．家製協ガイド「ＩＣＴ機器連携に関するアクセシビリテイ配慮事項」について 
２．JIS S 0013「高齢者・障害者配慮設計指針‐消費生活製品の報知音」改正について 

３．UD 関連外部委員会の動向について 

○ＵＤ技術委員会事前会議（９月７日、27 日） 

１．家製協ガイド「ＩＣＴ機器連携に関するアクセシビリテイ配慮事項」について 

２．本年度の活動計画に対する進捗状況と進め方について 

３．第４回委員会議事次第と進め方について 

 

◆消費者啓発委員会 

本委員会では、近年の消費者関連の法令や制度の改正・拡充に対応し、行政、消費生活センター、消費者

団体との交流を一層深めることで、消費者問題に対する業界の積極的な取り組み姿勢をＰＲしています。 

○第２回消費者啓発委員会（９月 16 日） 

１．消費生活センター向け Q&A の改訂更新項目について 

２．「暮らしと家電製品」の Web 化について 

３．ユニバーサルデザイン配慮家電製品ページの定期更新について 

 

◆第 350 回 流通ＥＤＩ標準化推進委員会（９月７日） 

2021 年度第 350 回の流通ＥＤＩ標準化推進委員会を Web 会議により、開催いたしました。 

主な議題は以下のとおりです。 

１． 前回委員会議事録（案）確認 

２． 啓発・ＰＲ関連及び商品情報検討ＷＧ活動報告 

３． 次世代ＥＤＩ研究ＷＧ活動報告 

（ＩＳＤＮ終了に伴う調査依頼に関する検討） 

４． 流通企業動向について 

 

＜環境部関連＞ 

◆製品アセスメント委員会 

○2021 年度 第４回 家電製品素材構成分析ＷＧ（９月 15 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．前回議事要旨（案）確認 

２．活動計画の進捗状況について 

 

◆第３回 2021 年度家電リサイクル委員会（９月 21 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．ＲＫＣ関連の審議事項 

２．ＲＫＣ関連の報告事項 

３．ＲＰから見た設計要望と課題に関するアンケート調査のお願いについて 

４．家電リサイクル法見直し審議会の状況について 
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○第９回 2020 年度版家電リサイクル年次報告書作成ＷＧ（９月 13 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．2020 年度版「家電リサイクル年次報告書」の配付状況 

２．2020 年度版年次報告書作成 WG 活動総括 

３．2021 年度版「家電リサイクル年次報告書」作成に向けての方針について 

○第５回 2021 年度普及広報ＷＧ（９月 13 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．新記事型コンテンツ（案）について 

２．「３秒でえらべる家電の捨て方」の SEO 対策･リスティング広告の状況報告 

３．スケジュールその他 

 

＜ＲＫＣ関連＞ 

◆第５回 ＳＹワーキング（９月 14 日） 

主な審議、報告事項は以下のとおりです。 

１．指定引取場所の業務削減・効率化 

２．排出者等の利便性向上 

３．指定引取場所の業務品質向上 

４．その他（指定引取場所変更情報、他） 

 

＜認定センター関連＞ 

◆９月度 情報発信・教育部会（９月 27 日） 

資格試験、参考書作成のスケジュールやマイスタディ講座関連、収集情報のポイントなどについて審議し

ました。 

  １．第１部 

（１）資格試験・参考書 スケジュール 

（２）マイスタディ講座 問題集掲載、「ここが要点！」について 

  ２．第２部 

（１）９月情報収集状況 

（２）９月掲載「マイスタディ講座 ここが要点」 

 

＜管理部＞ 

◆第６回家電ハンドブック編集専門委員会（９月２日） 

2021 年版「家電産業ハンドブック」の第６回編集専門委員会を９月２日に

開催しました。前回８月に続き、第６回も参加委員フルリモートでの会議と

なりました。第６回委員会は再校校正となりますが、今回もテレワークでの

作業となるため、実際の作業は後日となり、委員会当日は参考資料編や配

布先部数確認などの全体的な事項の審議となりました。 

本年度の編集活動も今回が最後の委員会となり、再校校正を経て、10 月中旬に発刊を予定しています。 

また、発刊と同時に、その抜粋版（統計資料編の官庁発表関連データを主に掲載）を協会 HP に掲載する予

定です。 
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＜家電製品 PL センター関連＞ 

◆家電製品ＰＬセンター報告会（９月 22 日） 

賛助会員企業の家電製品 PL センター窓口担当者を対象に、事業者向けの斡旋手続きの手順をＷｅｂ会議

にて紹介しました。主な報告事項は下記のとおりです。 

１．2020 年度 活動報告 
２．斡旋案件事例紹介 
３．斡旋手続き（事業者向け）手順紹介 

 

■□■協会インフォメーション■□■ 
◆新会員紹介 
10 月１日付にて、当協会賛助会員に（株）シービージャパン様が入会されました。 

 
 

◆人事異動 

 
 

◆今後の行事予定 

社　名 代表者 本社所在地 事業内容

株式会社シービージャパン
代表取締役社長
樋口　圭介

〒121-0816
東京都足立区梅島1-36-9

家電製品、家庭用品の製造販売
http://cb-j.com/

日　付 氏　名 新 旧

2021年9月30日 薬師寺　康博
日立グローバルライフソリューションズ

株式会社
家電業務部　部長

2021年10月1日 澤田石　昌幸 家電業務部　部長 家電業務部　次長
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■□■ 定点観測データ ■□ 
◆家電リサイクル法対象４品目引取実績（９月度） 

2021 年９月度の４品目の引取実績は、以下のとおりです。   

 

                                  （台数：千台） 

品 目 
当 月 年度累計 

台数 前年比 台数 前年比 

1.エアコン 234 62% 2,462 89% 

2.テレビ 計 330 98% 1,962 100% 

① ブラウン管式 65 83% 414 80% 

② 液晶式・プラズマ式 265 103% 1,548 108% 

3.冷蔵庫・冷凍庫 321 86% 1,927 92% 

4.洗濯機・衣類乾燥機 350 91% 2,187 94% 

合 計 1,235 84% 8,538 93% 

 

（うち指定法人）                        （台数：千台） 

品 目 
当 月 年度累計 

台数 前年比 台数 前年比 

1.エアコン 3 70% 23 84% 

2.テレビ 計 20 99% 126 104% 

① ブラウン管式 6 85% 36 82% 

② 液晶式・プラズマ式 15 107% 90 116% 

3.冷蔵庫・冷凍庫 26 96% 152 99% 

4.洗濯機・衣類乾燥機 9 113% 52 110% 

合 計 58 98% 353 101% 

 

◆家電製品ＰＬセンター相談等受付件数実績（９月） 

2021 年９月度の相談受付件数は、195 件（累計 805 件）です。 

詳細は、家電製品 PL センターホームページのインフォメーションを参照願います。 

https://www.aeha.or.jp/plc/houkoku/ 

 

◆家電製品国内出荷額の月別･年度別推移データを更新 

2021 年７月度実績と年間推移を、協会ホームページに掲載しました。 

https://www.aeha.or.jp/about/pdf/shukkasuii202107.pdf 
 

 

■□■ 溜池ボイス ■□■ 
◆１億円の自転車 

食欲の秋。グルメと言えば、私の好きなTV番組「孤独のグルメ」の何年か前のシリーズで、

主人公・井之頭五郎が路上で地図を確認していると、足元で「チリーン」と音がします。見ると

自転車に乗った小さな女の子がいかにも迷惑顔で、「ねえ危ないよ。道を歩く時は注意しなき

ゃいけないんだよ。」と言い、その勢いに押されて五郎が謝ってしまうというシーンがありま

す。何気なく見過ごす場面ですが、私には大きな違和感があります。 

https://www.aeha.or.jp/plc/houkoku/
https://www.aeha.or.jp/about/pdf/shukkasuii202107.pdf
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そもそも自転車は道路交通法上「軽車両」、つまり「自動車」と同じ扱いになります。つまり、自転車は車道を通行

するのが規則であり、違反すると罰則もあります。しかし、以下の３つのケースにおいて歩道を通行することを「例外

的に」許可されています。①「自転車歩道通行可」の標識等がある場合、②幼児・児童（13 歳未満）や高齢者（70 歳

以上）、または身体の不自由な人が運転する場合、③交通状況からやむを得ない場合。 
 
この③の定義がグレーで、それゆえに自転車が車道・歩道を縦横無尽に駆け巡り、車道では車が自転車を避け、

歩道では歩行者が避けているのが現実です。しかし、歩道はあくまで「歩」行者の「道」であり、仮に①②の場合でも、

あくまで「例外的措置」ですから、注意をするべきは自転車の方です。事実、平成 19 年交通対策本部制定の「自転

車安全利用五則」の第３条では、「歩道を通行する場合は車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような

場合は一時停止しなければならない」と明記されています。 
 
最近は前と後に２人の子供を乗せ、猪突猛進する「ママチャリ」を見かけます。歩道でぶつかりそうになると、「こっ

ちは子供を乗せてるんだから、そっちが道を開けろ！」とでも言いたげな表情で睨まれます。今や「Carbon Neutral」
を目指す時代、温室効果ガス低減に向けて、自転車は寧ろ推奨されるべきですが、今の道路事情では危なっかしく

てしょうがありません。ドイツや北欧のような歩行者と共存できるインフラ（自転車専用道路など）整備が急務になり

ます。 
 
乗り方によっては凶器にもなるにもかかわらず、誰もが自由に運転できるのが自転車

です。10 年ほど前、神戸で 11 歳の少年が自転車で女性と衝突する事故がありました。

その女性は意識不明の重体となり、神戸地裁はその少年（実際は親）に 9500 万円の

損害賠償を命じた事例もあります。前述の井之頭五郎も、相手は子供だからと簡単に

済ませるのではなく、「お嬢ちゃん、注意しなきゃいけないのは自転車の方なんだよ。」と、

ルールをきちんと教えてあげないと、その子は将来大きな代償を払うことになります。 
 

 

 

 

◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆ 

本メールは一般財団法人家電製品協会の賛助会員の皆様に配信しています。 

記載された内容を許可なく転載・複製することを禁じます。 

【配信停止方法】 

本メールの配信の停止をご希望される方は、会社（団体等）名、氏名及び「配信停止を希望する」旨を 

本メールの返信にてご連絡ください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆ 

     
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-7-1 霞が関東急ビル 5 階  代表 tel.03-6741-5600 


